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ワンポイント

3 2022（令和4年）
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3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH

21日・春分の日 国　税／ 令和3年分所得税の確定申
告 2月16日～3月15日

国　税／ 個人の青色申告の承認申請
 3月15日

国　税／ 贈与税の申告 
 2月1日～3月15日

国　税／ 2月分源泉所得税の納付 
 3月10日

国　税／ 個人事業者の令和3年分消
費税の確定申告 3月31日

国　税／ 1月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 3月31日

国　税／ 7月決算法人の中間申告 
 3月31日

国　税／ 4月、7月、10月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 3月31日

地方税／ 個人の都道府県民税、市町
村民税、事業税（事業所税）
の申告 3月15日

　自治体により差はありますが、毎年4月から、固定資産税の土地・
家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間が設けられています。縦覧では、
所有する土地・家屋の価格を他の土地等と比較し、その価格が適
正であるか確認できます。閲覧は、固定資産課税台帳のうち所有
資産の記載事項を確認できる制度で、年間を通じて閲覧できます。

固定資産税の縦覧と閲覧



３月号─2

　

令
和
４
年
度
税
制
改
正
（
案
）
で

は
、
積
極
的
な
賃
上
げ
等
を
促
す
た

め
の
措
置
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
を

受
け
る
企
業
や
個
人
へ
の
対
応
な
ど

の
措
置
の
拡
充
や
見
直
し
が
行
わ
れ

ま
す
。
な
お
、
金
融
所
得
課
税
の
見

直
し
、
相
続
税
と
贈
与
税
の
一
体
化

に
つ
い
て
は
先
送
り
さ
れ
ま
し
た
。

︻
改
正
項
目
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
︼

　

主
な
改
正
項
目
の
適
用
時
期
は
、

下
表
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
前
年
以
前
の
改
正
項
目
で

適
用
時
期
が
今
年
以
降
と
な
る
項
目

も
記
載
し
て
い
ま
す（
図
表
１
）。

Ⅰ　

法
人
課
税
関
係

１　

賃
上
げ
促
進
税
制
の
見
直
し

　

日
本
の
賃
金
水
準
は
、
実
質
30
年

以
上
ほ
ぼ
横
ば
い
の
状
況
か
ら
、﹁
成

長
と
分
配
の
好
循
環
﹂
に
向
け
て
賃

上
げ
を
積
極
的
に
行
う
企
業
へ
の
優

遇
税
制
が
強
化
さ
れ
ま
す
。

　

中
小
企
業
の
場
合
、
全
雇
用
者
の

給
与
支
給
額
を
前
年
度
よ
り
１
・
５

％
以
上
増
や
す
と
、
支
払
っ
た
金
額

の
15
％
、
２
・
５
％
以
上
増
や
せ
ば

30
％
を
法
人
税
額
か
ら
控
除
で
き
ま

す
。

　

さ
ら
に
従
業
員
へ
の
教
育
訓
練
費

を
前
年
度
よ
り
１
割
増
や
し
た
場
合

の
上
乗
せ
措
置
も
含
め
る
と
、
控
除

額
の
上
限
は
現
行
の
25
％
か
ら
40
％

に
上
昇
し
ま
す（
図
表
２
）。

　

大
企
業
の
場
合
は
、
継
続
雇
用
者

を
前
提
と
し
て
お
り
要
件
が
異
な
り

ま
す
が
、
前
記
同
様
に
３
段
階
で
控

除
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
現
行
の
最

大
20
％
か
ら
30
％
と
な
り
ま
す
。

　

一
定
規
模
を
超
え
る
大
企
業
は
、

取
引
先
な
ど
多
様
な
利
害
関
係
者
に

配
慮
し
て
経
営
し
て
い
る
こ
と
を
経

済
産
業
大
臣
に
届
け
出
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

一
方
で
、
①
継
続
的
な
賃
上
げ
率

が
１
％
（
令
和
４
年
度
は
０
・
５
％
）

以
上
増
え
て
い
な
い
、
②
資
本
金

10
億
円
以
上
、
③
従
業
員
数

１
０
０
０
人
以
上
な
ど
の
要
件
に
当

て
は
ま
れ
ば
、
研
究
開
発
税
制
等
の

一
部
優
遇
税
制
が
適
用
で
き
な
く
な

り
ま
す
。

２　

交
際
費
課
税
の
特
例
の
延
長

　

中
小
企
業
が
支
出
す
る
接
待
交
際

費
の
う
ち
８
０
０
万
円
を
上
限
に
損

金
算
入
で
き
る
交
際
費
課
税
の
特
例

が
２
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

Ⅱ　

個
人
所
得
課
税

１　

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
見
直
し

　

住
宅
投
資
と
関
連
消
費
は
経
済
へ

の
波
及
効
果
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、

制
度
の
４
年
間
延
長
と
次
の
見
直
し

が
行
わ
れ
ま
す（
図
表
３
）。

⑴　

住
宅
購
入
者
の
減
税
額
が
支
払

う
利
息
よ
り
大
き
く
な
る
﹁
逆
ざ

や
﹂
の
現
象
が
起
き
て
い
る
こ
と

が
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
を
受
け
て
控
除
率
が
０
・
７
％

に
下
げ
ら
れ
ま
す
。

⑵　

新
築
住
宅
の
減
税
期
間
が
13
年

間
に
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑶　

富
裕
層
ほ
ど
恩
恵
を
受
け
や
す

（図表 1）改正項目タイムスケジュール
（〇減税、●増税、－どちらともいえない）

2022 年
（令和４年）

１月
ー
改正電子帳簿保存法が施行
（電子取引の紙保存から電子
保存義務化（猶予あり））

● 退職所得課税の適性化

－ 住宅ローン減税の見直し
（４年延長）

● 住宅取得資金の贈与税非課税
（２年延長）

４月 〇 賃上げ促進税制の見直し
ー 連結納税制度の見直し
ー 成年年齢 18歳に変更
〇 固定資産税の負担調整措置
〇 交際費課税の特例延長

10月 〇 私的年金の優遇拡大
2023 年

（令和５年）
１月 ● 国外居住親族に係る扶養控除

の見直し
10月 ー 消費税のインボイス制度始まる

2024 年
（令和６年）

１月
●
帳簿の提出がない場合等の過
少申告加算税等の加重措置の
整備

ー 新NISA 運用開始
４月 ● 森林環境税が施行
６月 ー 財産債務調書制度の見直し

令和４年度
税制改正（案）
のポイント



3─３月号

い
制
度
設
計
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

所
得
要
件
が
２
０
０
０
万
円
以
下

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
減
税
対
象
と
な
る
借
入
限

度
額
を
住
宅
の
環
境
性
能
に
応
じ
細

か
く
分
類
し
て
い
ま
す
。

２　

納
税
地
の
変
更
に
関
す
る
届
出

書
の
提
出
不
要

　

現
在
、
納
税
地
を
変
更
し
た
場
合

は
、
税
務
署
長
に
必
要
な
届
出
書
を

提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

令
和
５
年
以
降
は
届
出
書
の
提
出
が

不
要
に
な
り
ま
す
。

Ⅲ　

資
産
課
税

１　

住
宅
取
得
資
金
の
贈
与
税
非
課

税
措
置
の
延
長
等

　

直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
資
金
の

贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
非
課

税
措
置
の
適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、非
課
税
限
度
額
は
、

耐
震
、
省
エ
ネ
又
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー

の
住
宅
用
家
屋
は
１
０
０
０
万
円
、

こ
れ
ら
以
外
の
住
宅
用
家
屋
は

５
０
０
万
円
で
す
。

２　

土
地
に
関
す
る
固
定
資
産
税
の

負
担
調
整
措
置

　

令
和
４
年
度
限
り
の
措
置
と
し

て
、
一
定
の
商
業
地
等
の
課
税
標
準

額
が
令
和
３
年
度
の
課
税
標
準
額
に

４
年
度
の
評
価
額
の
２
・
５
％
（
現
行

５
％
）を
加
算
し
た
額
と
さ
れ
ま
す
。

３　

法
人
版
事
業
承
継
税
制
の
特
例

期
限
の
延
長

　

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
事

業
承
継
が
進
ん
で
い
な
い
状
況
等
を

踏
ま
え
、
特
例
承
継
計
画
の
提
出
期

限
が
１
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

Ⅳ　

消
費
課
税

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
係
る
見
直
し

　

免
税
事
業
者
が
令
和
５
年
10
月
１

日
か
ら
令
和
11
年
９
月
30
日
ま
で
の

日
の
属
す
る
課
税
期
間
中
に
イ
ン
ボ

イ
ス
発
行
事
業
者
の
登
録
を
受
け
れ

ば
、
登
録
日
か
ら
適
用
を
開
始
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
登
録
日
の
属
す
る
課
税
期

間
の
翌
課
税
期
間
か
ら
登
録
日
以
後

２
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
課
税

期
間
ま
で
は
、
事
業
者
免
税
点
制
度

が
適
用
で
き
ま
せ
ん
。

Ⅴ　

納
税
環
境
整
備

１　

帳
簿
の
提
出
が
な
い
場
合
等
の

過
少
申
告
加
算
税
等
の
加
重
措
置

の
整
備

　

納
税
者
が
修
正
申
告
な
ど
を
す
る

前
に
税
務
署
職
員
か
ら
帳
簿
の
提
出

を
求
め
ら
れ
て
も
帳
簿
を
提
示
・
提

出
し
な
か
っ
た
場
合
や
売
上
金
額
や

収
入
金
額
の
記
載
が
著
し
く
不
十
分

だ
っ
た
場
合
、
通
常
の
過
少
申
告
加

算
税
ま
た
は
無
申
告
加
算
税
の
額

に
、
申
告
漏
れ
に
係
る
税
額
の
10
％

相
当
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

２　

財
産
債
務
調
書
制
度
の
見
直
し

　

令
和
５
年
分
以
後
、
財
産
債
務
調

書
の
提
出
義
務
者
に
、
そ
の
年
の
12

月
31
日
に
お
い
て
有
す
る
財
産
の
合

計
額
が
10
億
円
以
上
の
居
住
者
が
追

加
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
財
産
債
務
調
書
の
提
出
期

限
に
つ
い
て
、
そ
の
年
の
翌
年
６
月

30
日
と
さ
れ
ま
す
。

３　

電
子
取
引
情
報
の
デ
ー
タ
保
存

義
務
化

　

電
子
帳
簿
保
存
制
度
に
つ
い
て
、

令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
５
年
12
月

31
日
ま
で
の
間
に
行
う
電
子
取
引

で
、
制
度
の
保
存
要
件
に
従
っ
た
電

子
保
存
が
で
き
な
い
事
に
つ
い
て
や

む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
税
務
署

長
が
認
め
る
場
合
な
ど
は
、
紙
で
の

保
存
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
、

す
で
に
今
年
１
月
か
ら
講
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。

（図表 2）賃上げ促進税制　3段階で控除率が上がる方式

大企業 控除率

継続雇用者給与等支給額が
前年度比３％以上増加　　

15%

同 4％以上増加 25%

教育訓練費が前年度比 20％以上増加 さらにプラス 5%

中小企業 控除率

全雇用者の給与等支給額が
前年度比 1.5％以上増加　

15%

同 2.5％以上増加 30％

教育訓練費が前年度比 10％以上増加 さらにプラス 10%

（図表 3）住宅ローン減税の改正

項目 改正前 改正後

控除率 年末ローン残高の 1％ 年末ローン残高の 0.7％

減税期間
（原則） 新築・中古 10 年 新築 13 年・

中古 10 年・

減税規模 最大 500 万円
（長期優良住宅の場合） 最大 455 万円（同）

所得要件 3,000 万円以下 2,000 万円以下

入居期限 2021 年中 2025 年まで
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　「思ったより業績が良かったから従業員
に還元しよう」と決算賞与を検討すること
があります。従業員のモチベーションも上
がりますし、損金算入されれば法人税等の
節税にも繋がります。
　従業員に対する賞与は、原則として、実
際にその支払いをした日の属する事業年度
において損金算入されます。
　ただし、決算賞与などの未払賞与でも、
次の要件を全て満たす場合には、従業員に
その通知をした日の事業年度に損金算入す
ることができます。
１　従業員への通知
　その支給額を、各人別に、かつ同時期に
支給を受ける全ての従業員に対して通知を
していることが必要です。
　ここでいう「通知」には、法人が支給日
に在職する従業員のみに賞与を支給してい
る場合のその支給額の通知は含まれません。

　また、法人が、その従業員に対する賞与
の支給について、いわゆるパートタイマー
又は臨時雇い等の身分で雇用している者
（雇用関係が継続的なものであって、他の
従業員と同様に賞与の支給対象となる者を
除きます。）とその他の従業員を区分して
いる場合には、その区分ごとに支給額の通
知を行ったかどうかを判定することができ
ます。
２　決算賞与の支払日
　前記1の通知をした金額を全ての従業員
に対して、その通知をした日の属する事業
年度終了の日の翌日から1か月以内に支払
わなければなりません。
３　損金経理
　支給額について、前記1の通知をした日
の属する事業年度において損金経理するこ
とが求められます。
　なお、使用人兼務役員に対して決算賞与
を支給する場合には、支給する賞与のうち
使用人としての職務に対応する部分のみが
対象となります。

　評価対象地の利用価値が付近にある他の
宅地の利用状況からみて、著しく低下して
いると認められる場合には、通常の評価額
から、利用価値が低下していると認められ
る部分の面積に対応する価額に10％を乗
じて計算した金額を控除して評価すること
ができます。
　具体的には、次のような宅地が該当しま
す。
①　道路より高い位置にある宅地又は低い
位置にある宅地で、その付近にある宅地
に比べて著しく高低差があるもの
②　地盤に甚だしい凹凸のある宅地
③　震動の甚だしい宅地
④　①から③の宅地以外で、騒音、日照阻
害、臭気、忌み等により、その取引金額
に影響を受けると認められるもの
　ただし、路線価又は固定資産税評価額等
が、利用価値が著しく低下している状況を
考慮して付されていない場合に限られます。

利用価値が著しく 
低下している宅地の評価

決算賞与の損金算入時期

　

A
社
を
３
月
、
B
社
を
９

月
に
退
職
し
、
両
社
か
ら
退

職
金
の
支
給
を
受
け
ま
し
た
が
、
B

社
へ
提
出
す
る
「
退
職
所
得
の
受
給

に
関
す
る
申
告
書
」
に
A
社
か
ら
の

退
職
金
等
を
記
載
し
忘
れ
た
た
め
、

源
泉
徴
収
税
額
不
足
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
徴
収
不
足
税
額
は
、
確
定
申

告
で
精
算
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

　

徴
収
不
足
税
額
は
、
B
社

の
下
で
是
正
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
確
定
申
告
で
精
算
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

　
「
退
職
所
得
の
受
給
に
関
す
る
申

告
書
」
に
、
A
社
か
ら
の
退
職
金
の

有
無
や
退
職
金
額
の
記
載
が
な
い
場

合
は
、
記
載
事
項
に
誤
り
が
あ
る
申

告
書
と
な
り
ま
す
。
B
社
は
、
同
申

告
書
の
誤
り
に
よ
る
徴
収
不
足
税
額

が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
は
直

ち
に
そ
の
不
足
税
額
を
徴
収
し
、
納

付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

退
職
金
の
源
泉
徴
収
不
足
税
額

QA


